
二
〇
〇

第
二
章

　積
載
の
制
限
外
許
可
等

　
（
制
限
外
許
可
証
の
様
式
等
）

第
八
条

　車両
の
運
転
者
は
、
法
第
五
十
六
条
又
は
第
五
十
七
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
二
通
を
出
発
地

警
察
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

　前
項
の
申
請
書
及
び
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
許
可
証
の
様
式
は
、
別

記
様
式
第
四
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
普
通
自
動
車
の
乗
車
人
員
又
は
積
載
重
量
を
区
分
す
る
原
動
機
の
大
き

さ
）

第
七
条
の
一
一

　令
第
二
十
二
条
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
大
き
さ
は
、

　
（
自
動
車
の
乗
車
又
は
積
載
の
制
限
）

第
二
二
条

　自動
車
の
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
乗
車
人
員

又
は
積
載
物
の
重
量
、
大
き
さ
若
し
く
は
積
載
の
方
法
の
制
限
は
、
次
の

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

　乗
車
人
員
（
運
転
者
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
自
動
車

（
普
通
自
動
車
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
大
き
さ
以
下
の
原
動
機
を
有
す

る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ミ
ニ
カ
ー
」
と
い
う
。）、
普
通
自

　
（
乗
車
又
は
積
載
の
方
法
の
特
例
）

第
五
六
条

　車
両
の
運
転
者
は
、
当
該
車
両
の
出
発
地
を
管
轄

す
る
警
察
署
長
（
以
下
第
五
十
八
条
ま
で
に
お
い
て
「
出
発

地
警
察
署
長
」
と
い
う
。）
が
当
該
車
両
の
構
造
又
は
道
路
若

し
く
は
交
通
の
状
況
に
よ
り
支
障
が
な
い
と
認
め
て
積
載
の

場
所
を
指
定
し
て
許
可
を
し
た
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
車
両
の
乗
車
又
は
積
載
の
た
め
に

設
備
さ
れ
た
場
所
以
外
の
場
所
で
指
定
さ
れ
た
場
所
に
積
載

し
て
車
両
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

　貨
物
自
動
車
の
運
転
者
は
、
出
発
地
警
察
署
長
が
道
路
又

は
交
通
の
状
況
に
よ
り
支
障
が
な
い
と
認
め
て
人
員
を
限
つ

て
許
可
を
し
た
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
許
可
に
係
る
人
員
の
範
囲
内
で
当
該
貨
物
自
動
車

の
荷
台
に
乗
車
さ
せ
て
貨
物
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

参
照
〔
車
両
〕
二
①
8
〔
運
転
者
〕
二
①
18
〔
管
轄
す
る
警
察
署
長
〕
警
五

三
〔
貨
物
自
動
車
〕
五
五
①
〔
制
限
外
許
可
証
の
様
式
等
〕
道
交
規
八
・

別
記
様
式
四

　
（
乗
車
又
は
積
載
の
制
限
等
）

第
五
七
条

　車両
（
軽
車
両
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五

十
八
条
の
二
か
ら
第
五
十
八
条
の
五
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）

の
運
転
者
は
、
当
該
車
両
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
乗
車
人

員
又
は
積
載
物
の
重
量
、
大
き
さ
若
し
く
は
積
載
の
方
法

別記様式第四（第八条関係）

〔本様式全改・昭46総府令53、改正・昭50総府令10・平 6 総府令 9 ・平11総府令
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条
・
七
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の
一
一
）

施
行
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二
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道
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・
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）
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二
〇
〇

第
二
章

　積
載
の
制
限
外
許
可
等

　
（
制
限
外
許
可
証
の
様
式
等
）

第
八
条

　車両
の
運
転
者
は
、
法
第
五
十
六
条
又
は
第
五
十
七
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
二
通
を
出
発
地

警
察
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

　前
項
の
申
請
書
及
び
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
許
可
証
の
様
式
は
、
別

記
様
式
第
四
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
普
通
自
動
車
の
乗
車
人
員
又
は
積
載
重
量
を
区
分
す
る
原
動
機
の
大
き

さ
）

第
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条
の
一
一

　令
第
二
十
二
条
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
大
き
さ
は
、

　
（
自
動
車
の
乗
車
又
は
積
載
の
制
限
）

第
二
二
条

　自動
車
の
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
乗
車
人
員

又
は
積
載
物
の
重
量
、
大
き
さ
若
し
く
は
積
載
の
方
法
の
制
限
は
、
次
の

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

　乗
車
人
員
（
運
転
者
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
自
動
車

（
普
通
自
動
車
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
大
き
さ
以
下
の
原
動
機
を
有
す

る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ミ
ニ
カ
ー
」
と
い
う
。）、
普
通
自

　
（
乗
車
又
は
積
載
の
方
法
の
特
例
）

第
五
六
条

　車
両
の
運
転
者
は
、
当
該
車
両
の
出
発
地
を
管
轄

す
る
警
察
署
長
（
以
下
第
五
十
八
条
ま
で
に
お
い
て
「
出
発

地
警
察
署
長
」
と
い
う
。）
が
当
該
車
両
の
構
造
又
は
道
路
若

し
く
は
交
通
の
状
況
に
よ
り
支
障
が
な
い
と
認
め
て
積
載
の

場
所
を
指
定
し
て
許
可
を
し
た
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
車
両
の
乗
車
又
は
積
載
の
た
め
に

設
備
さ
れ
た
場
所
以
外
の
場
所
で
指
定
さ
れ
た
場
所
に
積
載

し
て
車
両
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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　貨
物
自
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車
の
運
転
者
は
、
出
発
地
警
察
署
長
が
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路
又

は
交
通
の
状
況
に
よ
り
支
障
が
な
い
と
認
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て
人
員
を
限
つ

て
許
可
を
し
た
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
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ら

ず
、
当
該
許
可
に
係
る
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員
の
範
囲
内
で
当
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物
自
動
車

の
荷
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に
乗
車
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せ
て
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物
自
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車
を
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こ
と
が
で
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る
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五
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〔
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〕
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①
〔
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外
許
可
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の
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記
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式
四
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乗
車
又
は
積
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の
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限
等
）
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五
七
条

　車
両
（
軽
車
両
を
除
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下
こ
の
項
及
び
第
五

十
八
条
の
二
か
ら
第
五
十
八
条
の
五
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）

の
運
転
者
は
、
当
該
車
両
に
つ
い
て
政
令
で
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又
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物
の
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、
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若
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行
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・
七
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一
一
）

施
行
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（
二
二
条
）

道
路
交
通
法
（
五
六
条
・
五
七
条
）
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二
〇
一

動
車
（
ミ
ニ
カ
ー
を
除
く
。）
又
は
大
型
特
殊
自
動
車
で
車
体
の
大
き
さ

及
び
構
造
を
基
準
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
特
定
普
通
自
動
車
等
」
と
い
う
。）、
大
型
自
動
二
輪
車
（
側

車
付
き
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
並
び
に
第
三
号
イ
及
び

ロ
に
お
い
て
同
じ
。）、
普
通
自
動
二
輪
車
（
側
車
付
き
の
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
号
、
次
号
並
び
に
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
お
い
て
同
じ
。）
並
び

に
小
型
特
殊
自
動
車
を
除
く
。）
に
あ
つ
て
は
自
動
車
検
査
証
（
道
路
運

送
車
両
法
第
六
十
条
第
一
項
の
自
動
車
検
査
証
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。）
に
記
録
さ
れ
、
又
は
保
安
基
準
適
合
標
章
（
道
路

運
送
車
両
法
第
九
十
四
条
の
五
第
一
項
の
保
安
基
準
適
合
標
章
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
若
し
く
は
軽
自
動
車
届
出
済
証
（
道
路
運
送
車
両
法
第

三
条
の
軽
自
動
車
の
使
用
者
が
同
法
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
届
け
出
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
記

載
さ
れ
た
乗
車
定
員
を
、
ミ
ニ
カ
ー
、
特
定
普
通
自
動
車
等
、
大
型
自

動
二
輪
車
、
普
通
自
動
二
輪
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
に
あ
つ
て
は
一

人
（
特
定
普
通
自
動
車
等
、
大
型
自
動
二
輪
車
、
普
通
自
動
二
輪
車
及

び
小
型
特
殊
自
動
車
で
運
転
者
以
外
の
者
の
用
に
供
す
る
乗
車
装
置

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
乗
車
装
置
」
と
い
う
。）
を
備
え
る
も
の
に

あ
つ
て
は
二
人
）
を
そ
れ
ぞ
れ
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
道
路
交
通

に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

締
約
国
登
録
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
車
両
の
保
安
基
準
に
関
す
る
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
る
乗
車
定
員
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

総
排
気
量
に
つ
い
て
は
〇
・
〇
五
〇
リ
ツ
ト
ル
、
定
格
出
力
に
つ
い
て
は

〇
・
六
〇
キ
ロ
ワ
ツ
ト
と
す
る
。

〔
本
条
追
加
・
昭
五
九
総
府
令
五
一
、
旧
七
条
の
二
を
繰
下
・
昭
六
〇
総

府
令
三
五
、
旧
七
条
の
四
を
繰
下
・
平
六
総
府
令
一
、
本
条
改
正
・
平

一
二
総
府
令
八
九
、
旧
七
条
の
七
を
繰
下
・
平
一
六
内
府
令
九
七
、
旧

七
条
の
一
三
を
繰
上
・
令
二
内
府
令
七
〇
〕

　
（
特
定
普
通
自
動
車
等
）

第
七
条
の
一
二

　令第
二
十
二
条
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
普
通
自
動

車
又
は
大
型
特
殊
自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

　三
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
以
上
の
速
度
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い

構
造
の
農
業
用
薬
剤
散
布
車
で
あ
る
普
通
自
動
車

二

　三
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
以
上
の
速
度
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い

構
造
の
農
耕
作
業
用
自
動
車
で
あ
る
大
型
特
殊
自
動
車

三

　車
体
の
大
き
さ
が
長
さ
四
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
、
幅
一
・
七
〇
メ
ー

ト
ル
以
下
、
高
さ
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

毎
時
を
超
え
る
速
度
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
構
造
の
大
型
特
殊
自
動

車
（
農
耕
作
業
用
自
動
車
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）

〔
本
条
追
加
・
平
八
総
府
令
五
二
、
改
正
・
平
一
二
総
府
令
八
九
、
旧
七

条
の
八
を
繰
下
・
平
一
六
内
府
令
九
七
、
旧
七
条
の
一
四
を
繰
上
・
令

二
内
府
令
七
〇
〕

道
路
運
送
車
両
法

第
六
〇
条

　国土
交
通
大
臣
は
、
新
規
検
査
の
結
果
、
当
該
自
動
車
が
保
安

基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
自
動
車
検
査
証
を
当
該
自
動
車
の

使
用
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
検
査
対

象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
は
車
両
番
号
を
指
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

　検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
係
る

前
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
の
交
付
は
、
当
該
自
動
車
に
つ
い
て

新
規
登
録
を
し
た
後
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
保
安
基
準
適
合
証
等
）

第
九
四
条
の
五

　指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
は
、
自
動
車
（
検
査
対
象
外
軽

自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
を
除
く
。）を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技

術
上
の
基
準
に
よ
り
点
検
し
、
当
該
自
動
車
の
保
安
基
準
に
適
合
し
な
く

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
及
び
適
合
し
な
い
部
分
に
つ
い
て
必
要
な
整
備

を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
動
車
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
旨
を
自

動
車
検
査
員
が
証
明
し
た
と
き
は
、
請
求
に
よ
り
、
保
安
基
準
適
合
証
及

び
保
安
基
準
適
合
標
章
（
第
十
六
条
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
く
一
時
抹
消

登
録
を
受
け
た
自
動
車
並
び
に
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
自
動

車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
積
載
重
量
等
」
と
い
う
。）
の
制

限
を
超
え
て
乗
車
を
さ
せ
、
又
は
積
載
を
し
て
車
両
を
運
転

し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
五
十
五
条
第
一
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可

を
受
け
て
貨
物
自
動
車
の
荷
台
に
乗
車
さ
せ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
制
限
を
超
え
る
乗
車
を
さ
せ
て
運
転
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

施
行
規
則
（
七
条
の
一
二
）

道
路
交
通
法
（
五
七
条
）
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二
〇
一

動
車
（
ミ
ニ
カ
ー
を
除
く
。）
又
は
大
型
特
殊
自
動
車
で
車
体
の
大
き
さ

及
び
構
造
を
基
準
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
特
定
普
通
自
動
車
等
」
と
い
う
。）、
大
型
自
動
二
輪
車
（
側

車
付
き
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
並
び
に
第
三
号
イ
及
び

ロ
に
お
い
て
同
じ
。）、
普
通
自
動
二
輪
車
（
側
車
付
き
の
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
号
、
次
号
並
び
に
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
お
い
て
同
じ
。）
並
び

に
小
型
特
殊
自
動
車
を
除
く
。）
に
あ
つ
て
は
自
動
車
検
査
証
（
道
路
運

送
車
両
法
第
六
十
条
第
一
項
の
自
動
車
検
査
証
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。）
に
記
録
さ
れ
、
又
は
保
安
基
準
適
合
標
章
（
道
路

運
送
車
両
法
第
九
十
四
条
の
五
第
一
項
の
保
安
基
準
適
合
標
章
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
若
し
く
は
軽
自
動
車
届
出
済
証
（
道
路
運
送
車
両
法
第

三
条
の
軽
自
動
車
の
使
用
者
が
同
法
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
届
け
出
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
記

載
さ
れ
た
乗
車
定
員
を
、
ミ
ニ
カ
ー
、
特
定
普
通
自
動
車
等
、
大
型
自

動
二
輪
車
、
普
通
自
動
二
輪
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
に
あ
つ
て
は
一

人
（
特
定
普
通
自
動
車
等
、
大
型
自
動
二
輪
車
、
普
通
自
動
二
輪
車
及

び
小
型
特
殊
自
動
車
で
運
転
者
以
外
の
者
の
用
に
供
す
る
乗
車
装
置

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
乗
車
装
置
」
と
い
う
。）
を
備
え
る
も
の
に

あ
つ
て
は
二
人
）
を
そ
れ
ぞ
れ
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
道
路
交
通

に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

締
約
国
登
録
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
車
両
の
保
安
基
準
に
関
す
る
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
る
乗
車
定
員
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

総
排
気
量
に
つ
い
て
は
〇
・
〇
五
〇
リ
ツ
ト
ル
、
定
格
出
力
に
つ
い
て
は

〇
・
六
〇
キ
ロ
ワ
ツ
ト
と
す
る
。

〔
本
条
追
加
・
昭
五
九
総
府
令
五
一
、
旧
七
条
の
二
を
繰
下
・
昭
六
〇
総

府
令
三
五
、
旧
七
条
の
四
を
繰
下
・
平
六
総
府
令
一
、
本
条
改
正
・
平

一
二
総
府
令
八
九
、
旧
七
条
の
七
を
繰
下
・
平
一
六
内
府
令
九
七
、
旧

七
条
の
一
三
を
繰
上
・
令
二
内
府
令
七
〇
〕

　
（
特
定
普
通
自
動
車
等
）

第
七
条
の
一
二

　令第
二
十
二
条
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
普
通
自
動

車
又
は
大
型
特
殊
自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

　三
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
以
上
の
速
度
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い

構
造
の
農
業
用
薬
剤
散
布
車
で
あ
る
普
通
自
動
車

二

　三
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
以
上
の
速
度
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い

構
造
の
農
耕
作
業
用
自
動
車
で
あ
る
大
型
特
殊
自
動
車

三

　車
体
の
大
き
さ
が
長
さ
四
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
、
幅
一
・
七
〇
メ
ー

ト
ル
以
下
、
高
さ
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

毎
時
を
超
え
る
速
度
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
構
造
の
大
型
特
殊
自
動

車
（
農
耕
作
業
用
自
動
車
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）

〔
本
条
追
加
・
平
八
総
府
令
五
二
、
改
正
・
平
一
二
総
府
令
八
九
、
旧
七

条
の
八
を
繰
下
・
平
一
六
内
府
令
九
七
、
旧
七
条
の
一
四
を
繰
上
・
令

二
内
府
令
七
〇
〕

道
路
運
送
車
両
法

第
六
〇
条

　国土
交
通
大
臣
は
、
新
規
検
査
の
結
果
、
当
該
自
動
車
が
保
安

基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
自
動
車
検
査
証
を
当
該
自
動
車
の

使
用
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
検
査
対

象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
は
車
両
番
号
を
指
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

　検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
係
る

前
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
の
交
付
は
、
当
該
自
動
車
に
つ
い
て

新
規
登
録
を
し
た
後
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
保
安
基
準
適
合
証
等
）

第
九
四
条
の
五

　指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
は
、
自
動
車
（
検
査
対
象
外
軽

自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
を
除
く
。）を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技

術
上
の
基
準
に
よ
り
点
検
し
、
当
該
自
動
車
の
保
安
基
準
に
適
合
し
な
く

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
及
び
適
合
し
な
い
部
分
に
つ
い
て
必
要
な
整
備

を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
動
車
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
旨
を
自

動
車
検
査
員
が
証
明
し
た
と
き
は
、
請
求
に
よ
り
、
保
安
基
準
適
合
証
及

び
保
安
基
準
適
合
標
章
（
第
十
六
条
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
く
一
時
抹
消

登
録
を
受
け
た
自
動
車
並
び
に
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
自
動

車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
積
載
重
量
等
」
と
い
う
。）
の
制

限
を
超
え
て
乗
車
を
さ
せ
、
又
は
積
載
を
し
て
車
両
を
運
転

し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
五
十
五
条
第
一
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可

を
受
け
て
貨
物
自
動
車
の
荷
台
に
乗
車
さ
せ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
制
限
を
超
え
る
乗
車
を
さ
せ
て
運
転
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

施
行
規
則
（
七
条
の
一
二
）

道
路
交
通
法
（
五
七
条
）
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二
〇
〇

第
二
章

　積
載
の
制
限
外
許
可
等

　
（
制
限
外
許
可
証
の
様
式
等
）

第
八
条

　車両
の
運
転
者
は
、
法
第
五
十
六
条
又
は
第
五
十
七
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
二
通
を
出
発
地

警
察
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

　前
項
の
申
請
書
及
び
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
許
可
証
の
様
式
は
、
別

記
様
式
第
四
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
普
通
自
動
車
の
乗
車
人
員
又
は
積
載
重
量
を
区
分
す
る
原
動
機
の
大
き

さ
）

第
七
条
の
一
一

　令第
二
十
二
条
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
大
き
さ
は
、

　
（
自
動
車
の
乗
車
又
は
積
載
の
制
限
）

第
二
二
条

　自動
車
の
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
乗
車
人
員

又
は
積
載
物
の
重
量
、
大
き
さ
若
し
く
は
積
載
の
方
法
の
制
限
は
、
次
の

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

　乗
車
人
員
（
運
転
者
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
自
動
車

（
普
通
自
動
車
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
大
き
さ
以
下
の
原
動
機
を
有
す

る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ミ
ニ
カ
ー
」
と
い
う
。）、
普
通
自

　
（
乗
車
又
は
積
載
の
方
法
の
特
例
）

第
五
六
条

　車
両
の
運
転
者
は
、
当
該
車
両
の
出
発
地
を
管
轄

す
る
警
察
署
長
（
以
下
第
五
十
八
条
ま
で
に
お
い
て
「
出
発

地
警
察
署
長
」
と
い
う
。）
が
当
該
車
両
の
構
造
又
は
道
路
若

し
く
は
交
通
の
状
況
に
よ
り
支
障
が
な
い
と
認
め
て
積
載
の

場
所
を
指
定
し
て
許
可
を
し
た
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
車
両
の
乗
車
又
は
積
載
の
た
め
に

設
備
さ
れ
た
場
所
以
外
の
場
所
で
指
定
さ
れ
た
場
所
に
積
載

し
て
車
両
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

　貨
物
自
動
車
の
運
転
者
は
、
出
発
地
警
察
署
長
が
道
路
又

は
交
通
の
状
況
に
よ
り
支
障
が
な
い
と
認
め
て
人
員
を
限
つ

て
許
可
を
し
た
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
許
可
に
係
る
人
員
の
範
囲
内
で
当
該
貨
物
自
動
車

の
荷
台
に
乗
車
さ
せ
て
貨
物
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

参
照
〔
車
両
〕
二
①
8
〔
運
転
者
〕
二
①
18
〔
管
轄
す
る
警
察
署
長
〕
警
五

三
〔
貨
物
自
動
車
〕
五
五
①
〔
制
限
外
許
可
証
の
様
式
等
〕
道
交
規
八
・

別
記
様
式
四

　
（
乗
車
又
は
積
載
の
制
限
等
）

第
五
七
条

　車
両
（
軽
車
両
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五

十
八
条
の
二
か
ら
第
五
十
八
条
の
五
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）

の
運
転
者
は
、
当
該
車
両
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
乗
車
人

員
又
は
積
載
物
の
重
量
、
大
き
さ
若
し
く
は
積
載
の
方
法

別記様式第四（第八条関係）

〔本様式全改・昭46総府令53、改正・昭50総府令10・平 6 総府令 9 ・平11総府令
2 ・令元内府令12・令 2 内府令85・令 6 内府令97〕

施
行
規
則
（
八
条
・
七
条
の
一
一
）

施
行
令
（
二
二
条
）

道
路
交
通
法
（
五
六
条
・
五
七
条
）
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二
〇
〇

第
二
章

　積
載
の
制
限
外
許
可
等

　
（
制
限
外
許
可
証
の
様
式
等
）

第
八
条

　車両
の
運
転
者
は
、
法
第
五
十
六
条
又
は
第
五
十
七
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
二
通
を
出
発
地

警
察
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

　前
項
の
申
請
書
及
び
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
許
可
証
の
様
式
は
、
別

記
様
式
第
四
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
普
通
自
動
車
の
乗
車
人
員
又
は
積
載
重
量
を
区
分
す
る
原
動
機
の
大
き

さ
）

第
七
条
の
一
一

　令
第
二
十
二
条
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
大
き
さ
は
、

　
（
自
動
車
の
乗
車
又
は
積
載
の
制
限
）

第
二
二
条

　自動
車
の
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
乗
車
人
員

又
は
積
載
物
の
重
量
、
大
き
さ
若
し
く
は
積
載
の
方
法
の
制
限
は
、
次
の

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

　乗
車
人
員
（
運
転
者
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
自
動
車

（
普
通
自
動
車
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
大
き
さ
以
下
の
原
動
機
を
有
す

る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ミ
ニ
カ
ー
」
と
い
う
。）、
普
通
自

　
（
乗
車
又
は
積
載
の
方
法
の
特
例
）

第
五
六
条

　車
両
の
運
転
者
は
、
当
該
車
両
の
出
発
地
を
管
轄

す
る
警
察
署
長
（
以
下
第
五
十
八
条
ま
で
に
お
い
て
「
出
発

地
警
察
署
長
」
と
い
う
。）
が
当
該
車
両
の
構
造
又
は
道
路
若

し
く
は
交
通
の
状
況
に
よ
り
支
障
が
な
い
と
認
め
て
積
載
の

場
所
を
指
定
し
て
許
可
を
し
た
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
車
両
の
乗
車
又
は
積
載
の
た
め
に

設
備
さ
れ
た
場
所
以
外
の
場
所
で
指
定
さ
れ
た
場
所
に
積
載

し
て
車
両
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

　貨
物
自
動
車
の
運
転
者
は
、
出
発
地
警
察
署
長
が
道
路
又

は
交
通
の
状
況
に
よ
り
支
障
が
な
い
と
認
め
て
人
員
を
限
つ

て
許
可
を
し
た
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
許
可
に
係
る
人
員
の
範
囲
内
で
当
該
貨
物
自
動
車

の
荷
台
に
乗
車
さ
せ
て
貨
物
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

参
照
〔
車
両
〕
二
①
8
〔
運
転
者
〕
二
①
18
〔
管
轄
す
る
警
察
署
長
〕
警
五

三
〔
貨
物
自
動
車
〕
五
五
①
〔
制
限
外
許
可
証
の
様
式
等
〕
道
交
規
八
・

別
記
様
式
四

　
（
乗
車
又
は
積
載
の
制
限
等
）

第
五
七
条

　車
両
（
軽
車
両
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五

十
八
条
の
二
か
ら
第
五
十
八
条
の
五
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）

の
運
転
者
は
、
当
該
車
両
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
乗
車
人

員
又
は
積
載
物
の
重
量
、
大
き
さ
若
し
く
は
積
載
の
方
法

別記様式第四（第八条関係）

〔本様式全改・昭46総府令53、改正・昭50総府令10・平 6 総府令 9 ・平11総府令
2 ・令元内府令12・令 2 内府令85・令 6 内府令97〕

施
行
規
則
（
八
条
・
七
条
の
一
一
）

施
行
令
（
二
二
条
）

道
路
交
通
法
（
五
六
条
・
五
七
条
）
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二
〇
一

動
車
（
ミ
ニ
カ
ー
を
除
く
。）
又
は
大
型
特
殊
自
動
車
で
車
体
の
大
き
さ

及
び
構
造
を
基
準
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
特
定
普
通
自
動
車
等
」
と
い
う
。）、
大
型
自
動
二
輪
車
（
側

車
付
き
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
並
び
に
第
三
号
イ
及
び

ロ
に
お
い
て
同
じ
。）、
普
通
自
動
二
輪
車
（
側
車
付
き
の
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
号
、
次
号
並
び
に
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
お
い
て
同
じ
。）
並
び

に
小
型
特
殊
自
動
車
を
除
く
。）
に
あ
つ
て
は
自
動
車
検
査
証
（
道
路
運

送
車
両
法
第
六
十
条
第
一
項
の
自
動
車
検
査
証
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。）
に
記
録
さ
れ
、
又
は
保
安
基
準
適
合
標
章
（
道
路

運
送
車
両
法
第
九
十
四
条
の
五
第
一
項
の
保
安
基
準
適
合
標
章
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
若
し
く
は
軽
自
動
車
届
出
済
証
（
道
路
運
送
車
両
法
第

三
条
の
軽
自
動
車
の
使
用
者
が
同
法
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
届
け
出
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
記

載
さ
れ
た
乗
車
定
員
を
、
ミ
ニ
カ
ー
、
特
定
普
通
自
動
車
等
、
大
型
自

動
二
輪
車
、
普
通
自
動
二
輪
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
に
あ
つ
て
は
一

人
（
特
定
普
通
自
動
車
等
、
大
型
自
動
二
輪
車
、
普
通
自
動
二
輪
車
及

び
小
型
特
殊
自
動
車
で
運
転
者
以
外
の
者
の
用
に
供
す
る
乗
車
装
置

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
乗
車
装
置
」
と
い
う
。）
を
備
え
る
も
の
に

あ
つ
て
は
二
人
）
を
そ
れ
ぞ
れ
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
道
路
交
通

に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

締
約
国
登
録
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
車
両
の
保
安
基
準
に
関
す
る
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
る
乗
車
定
員
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

総
排
気
量
に
つ
い
て
は
〇
・
〇
五
〇
リ
ツ
ト
ル
、
定
格
出
力
に
つ
い
て
は

〇
・
六
〇
キ
ロ
ワ
ツ
ト
と
す
る
。

〔
本
条
追
加
・
昭
五
九
総
府
令
五
一
、
旧
七
条
の
二
を
繰
下
・
昭
六
〇
総

府
令
三
五
、
旧
七
条
の
四
を
繰
下
・
平
六
総
府
令
一
、
本
条
改
正
・
平

一
二
総
府
令
八
九
、
旧
七
条
の
七
を
繰
下
・
平
一
六
内
府
令
九
七
、
旧

七
条
の
一
三
を
繰
上
・
令
二
内
府
令
七
〇
〕

　
（
特
定
普
通
自
動
車
等
）

第
七
条
の
一
二

　令第
二
十
二
条
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
普
通
自
動

車
又
は
大
型
特
殊
自
動
車
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

　三
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
以
上
の
速
度
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い

構
造
の
農
業
用
薬
剤
散
布
車
で
あ
る
普
通
自
動
車

二

　三
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
以
上
の
速
度
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い

構
造
の
農
耕
作
業
用
自
動
車
で
あ
る
大
型
特
殊
自
動
車

三

　車
体
の
大
き
さ
が
長
さ
四
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
、
幅
一
・
七
〇
メ
ー

ト
ル
以
下
、
高
さ
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

毎
時
を
超
え
る
速
度
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
構
造
の
大
型
特
殊
自
動

車
（
農
耕
作
業
用
自
動
車
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）

〔
本
条
追
加
・
平
八
総
府
令
五
二
、
改
正
・
平
一
二
総
府
令
八
九
、
旧
七

条
の
八
を
繰
下
・
平
一
六
内
府
令
九
七
、
旧
七
条
の
一
四
を
繰
上
・
令

二
内
府
令
七
〇
〕

道
路
運
送
車
両
法

第
六
〇
条

　国土
交
通
大
臣
は
、
新
規
検
査
の
結
果
、
当
該
自
動
車
が
保
安

基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
自
動
車
検
査
証
を
当
該
自
動
車
の

使
用
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
検
査
対

象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
は
車
両
番
号
を
指
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

　検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
係
る

前
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
の
交
付
は
、
当
該
自
動
車
に
つ
い
て

新
規
登
録
を
し
た
後
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
保
安
基
準
適
合
証
等
）

第
九
四
条
の
五

　指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
は
、
自
動
車
（
検
査
対
象
外
軽

自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
を
除
く
。）を
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技

術
上
の
基
準
に
よ
り
点
検
し
、
当
該
自
動
車
の
保
安
基
準
に
適
合
し
な
く

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
及
び
適
合
し
な
い
部
分
に
つ
い
て
必
要
な
整
備

を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
動
車
が
保
安
基
準
に
適
合
す
る
旨
を
自

動
車
検
査
員
が
証
明
し
た
と
き
は
、
請
求
に
よ
り
、
保
安
基
準
適
合
証
及

び
保
安
基
準
適
合
標
章
（
第
十
六
条
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
く
一
時
抹
消

登
録
を
受
け
た
自
動
車
並
び
に
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
自
動

車
検
査
証
返
納
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
検
査
対
象
軽
自
動
車
及
び
二
輪

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
積
載
重
量
等
」
と
い
う
。）
の
制

限
を
超
え
て
乗
車
を
さ
せ
、
又
は
積
載
を
し
て
車
両
を
運
転

し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
五
十
五
条
第
一
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可

を
受
け
て
貨
物
自
動
車
の
荷
台
に
乗
車
さ
せ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
制
限
を
超
え
る
乗
車
を
さ
せ
て
運
転
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

施
行
規
則
（
七
条
の
一
二
）

道
路
交
通
法
（
五
七
条
）
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九
六

向
を
逆
に
転
ず
る
目
的
で
行
う
運
転
操
作
の
開
始
か
ら
終
了
ま
で
の
一
連
の

行
為
を
指
称
し
、
か
か
る
目
的
で
運
転
行
為
を
開
始
す
れ
ば
、
方
向
転
換
が

完
了
す
る
に
至
ら
な
く
て
も
、
同
条
項
に
い
う
「
転
回
」
に
該
当
す
る
。（
最

　昭
四
六
、
七
、
二
）

※

　自
動
車
が
道
路
外
の
場
所
に
入
る
た
め
左
折
し
よ
う
と
し
て
、
そ
の
入
口

の
手
前
に
さ
し
か
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
左
側
に
後
方
か
ら
来
る
二
輪
車

の
進
入
可
能
な
間
隔
を
残
し
て
お
り
、
か
つ
、
約
一
〇
秒
間
停
止
し
た
の
ち

に
左
折
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
左
折
の
合
図
を
し
て

こ
れ
を
続
け
て
い
て
も
後
進
車
が
左
折
に
よ
る
進
路
の
変
更
を
妨
害
す
る
こ

と
は
な
い
も
の
と
信
頼
し
て
は
な
ら
ず
、
後
進
車
の
有
無
及
び
そ
の
動
静
に

注
意
を
払
い
、
特
に
左
後
方
の
安
全
を
確
認
し
た
う
え
左
折
す
べ
き
注
意
義

務
が
あ
る
。（
東
高

　昭
五
〇
、
一
〇
、
八
）

※

　転
回
車
の
運
転
者
は
、
対
向
車
及
び
後
続
車
等
他
の
車
両
の
有
無
、
動
静

に
注
意
し
て
、
こ
れ
と
の
衝
突
を
避
け
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
車
両

の
交
通
の
妨
害
に
な
ら
な
い
よ
う
な
方
法
で
転
回
を
行
う
べ
き
注
意
義
務
が

あ
る
が
、
対
向
車
が
通
常
予
測
す
べ
き
程
度
の
速
度
（
制
限
速
度
を
時
速
三

〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
超
過
す
る
時
速
八
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
度
）
を
超
え
る
異

状
な
高
速
度
で
あ
る
場
合
、
転
回
車
の
運
転
者
と
し
て
は
、
転
回
を
開
始
す

る
に
当
た
つ
て
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
こ
の
よ
う
な
高
速
度
で
接
近

し
て
く
る
対
向
車
の
あ
る
こ
と
ま
で
予
想
し
て
、
転
回
の
際
の
安
全
を
確
認

す
べ
き
注
意
義
務
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。（
東
地

　平
六
、
一
、
三

一
）

規
制
標
示

れ
た
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

〔
付
記
改
正
・
旧
二
五
条
を
繰
下
・
昭
三
九
法
九
一
、
付
記
改
正
・
昭
四
五

法
八
六
、
一
項
改
正
・
二
項
全
改
・
昭
四
六
法
九
八
、
付
記
改
正
・
令
四

法
三
二
〕

参
照
〔
車
両
〕
二
①
8
〔
車
両
等
〕
二
①
17
〔
道
路
〕
二
①
1
・
一
七
④
、

道
二
①
、
道
運
二
⑦
・
⑧
、
道
運
車
二
⑥
、
高
速
二
①
、
駐
車
二
3
、
道

路
の
種
類
＝
道
三

（
罰
則

　第
一
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
第
一
項
第
六
号
〔
三
月
以
下
の
拘

禁
刑
又
は
五
万
円
以
下
の
罰
金
〕
　第
二
項
に
つ
い
て
は
第
百
二
十
条
第
一

項
第
四
号
〔
五
万
円
以
下
の
罰
金
〕、
同
条
第
三
項
〔
五
万
円
以
下
の
罰
金
〕）

反
則
金

法
定
横
断
等
禁
止
違
反

　
　
　
　
　
　
　大
型

　
　
　
　九
千
円 

普
通 

七
千
円

　
　
　
　
　
　
　二
輪

　
　
　
　六
千
円 

原
付 

五
千
円

〔
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

　
　原
付
等

　
　
　五
千
円
〕

指
定
横
断
等
禁
止
違
反

　
　
　
　
　
　
　大
型

　
　
　
　七
千
円 

普
通 

六
千
円

　
　
　
　
　
　
　二
輪

　
　
　
　六
千
円 

原
付 

五
千
円

〔
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

　
　原
付
等

　
　
　五
千
円
〕

点
数法

定
横
断
等
禁
止
違
反

　
　
　
　
　
　
　一

　
　般 

二
点

　
　
　
　
　
　
　酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
） 

一
四
点

指
定
横
断
等
禁
止
違
反

　
　
　
　
　
　
　一

　
　般 

一
点

　
　
　
　
　
　
　酒
気
帯
び
（
〇
・
二
五
未
満
） 

一
四
点

種

　
　
　
　
　類

番
号

意

　味

色

転回禁止

101

車の転回の禁止
数字は、転回を禁止す
る時間を示す。

文字と記号は黄

転回禁止

313

車の転回の禁
止

同　　右

道
路
交
通
法
（
二
五
条
の
二
）
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実務に役立つ関係法令等を新たに登載
○原動機付自転車の最高出力確認制度に関する告示
○特定免許情報の記録等に関する技術的基準
○道路交通法施行規則第17条第２項第３号イ（2）の規定に

基づき、権限のある機関が発行する身分を証明する書類で
あって、外務省の発行する身分証明書に準ずるものとして国
家公安委員会が定めるものを定める件

○自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
○自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴

う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令
○国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に

関する法律施行規則
○国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関す

る法律施行規則
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目

次

（令和７年６月１日から施行）
〇拘禁刑の施行に伴う罰則等の補正（刑法等の一部改正）
（令和８年４月１日から施行）
〇自転車等の交通事故防止のための規定の整備

・特定小型原動機付自転車等（歩道又は自転車道を通行しているものを除く。）の右側を通過する場合の通
行方法の整備

・罪に当たる行為のうち、重被牽引車以外の軽車両の運転者（16歳未満の者を除く。）がしたものを、反則
行為とする。

〇その他
・準中型及び普通自動車の運転免許受験可能年齢を17歳６か月に引下げ

〇自転車等の運転者による反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額を定めた。（施行令の一部改正）
（令和８年６月15日までに施行）
〇放置違反金の弁明の機会の付与の通知の閲覧方法の整備
（令和８年９月１日から施行）（施行令の一部改正）
〇横断歩道等の設置方法に係る規定の整備
〇自動車の最高速度に係る規定の整備
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